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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給紙された原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、
　前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手段と、
　前記第１読取手段による前記原稿の一方の面の読み取りが終わった後、前記第１読取手
段が該原稿の他方の面を読み取り可能なように該原稿を反転して給紙する反転手段と、
　給紙前の前記原稿を載置する原稿トレイと、
　前記原稿トレイに載置された原稿の枚数を検出する枚数検出手段と、
　前記第１読取手段が前記原稿の一方の面を読み取り、前記反転手段による該原稿の反転
後に前記第１読取手段が該原稿の他方の面を読み取る両面反転読取モードと、前記第１読
取手段が前記原稿の一方の面を読み取り、前記第２読取手段が該原稿の他方の面を読み取
る両面同時読取モードのうち、前記枚数検出手段が検出した前記原稿の枚数が予め定めら
れた枚数以上のとき、前記両面同時読取モードに設定するモード設定手段と、
を備える画像読取装置。
【請求項２】
　給紙された原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、
　前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手段と、
　前記第１読取手段による前記原稿の一方の面の読み取りが終わった後、前記第１読取手
段が該原稿の他方の面を読み取り可能なように該原稿を反転して給紙する反転手段と、
　ユーザを識別する識別手段と、
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　前記識別手段によって識別されたユーザ毎に操作履歴を記憶する記憶手段と、
　前記第１読取手段が前記原稿の一方の面を読み取り、前記反転手段による該原稿の反転
後に前記第１読取手段が該原稿の他方の面を読み取る両面反転読取モードと、前記第１読
取手段が前記原稿の一方の面を読み取り、前記第２読取手段が該原稿の他方の面を読み取
る両面同時読取モードのうち、前記記憶手段に記憶された前記操作履歴に基づいて、前記
２つのモードのうち何れか一方を設定するモード設定手段と、
を備える画像読取装置。
【請求項３】
　前記第１読取手段は縮小光学系イメージセンサを有し、前記第２読取手段は密着光学系
イメージセンサを有することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　給紙された原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と、
　前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手段と、
　前記第１読取手段による前記原稿の一方の面の読み取りが終わった後、前記第１読取手
段が該原稿の他方の面を読み取り可能なように該原稿を反転して給紙する反転手段と、
　前記第１読取手段、前記第２読取手段によって取得された画像データに基づいて記録媒
体に画像を形成する画像形成手段と、
　前記画像形成手段によって前記画像が形成される前に前記記録媒体の一方の面の画像形
成状態を判別する裏紙判別手段と、
　前記第１読取手段が前記原稿の一方の面を読み取り、前記反転手段による該原稿の反転
後に前記第１読取手段が該原稿の他方の面を読み取る両面反転読取モードと、前記第１読
取手段が前記原稿の一方の面を読み取り、前記第２読取手段が該原稿の他方の面を読み取
る両面同時読取モードのうち、前記裏紙判別手段が前記記録媒体の一方の面に画像形成が
なされていると判別したとき、前記両面同時読取モードに設定するモード設定手段と、
を備える画像形成装置。
【請求項５】
　前記第１読取手段は縮小光学系イメージセンサを有し、前記第２読取手段は密着光学系
イメージセンサを有することを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿の両面を読み取ることが可能な画像読取装置、及びこの画像読取装置を
備えた画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機やファクシミリ等が有するＡＤＦ（Automatic Document Feeder：自動原
稿送り機能）を備えた画像読取装置において、画像読取部に原稿の表面及び裏面を自動的
に読み取らせる方法として、原稿の表面の画像をイメージセンサが読み取った後、その原
稿の表裏を反転させて、裏面の画像を再度イメージセンサが読み取る方法が広く採用され
ている。しかしこの方法は、イメージセンサが原稿の表面を読み取った後、原稿は一旦外
部に排出されて表裏反転され、再度イメージセンサが原稿の裏面を読み取るため、両面の
読み取りに時間がかかっていた。
【０００３】
　そこで、特許文献１に記載されているように、原稿トレイからの原稿搬送路において原
稿の表裏両面側にそれぞれイメージセンサを設けることで、原稿を反転させることなく１
回の原稿給紙（ワンパス）で原稿の両面をほぼ同時に読み取る方法が知られている。この
ように原稿の両面をほぼ同時に読み取る方法を採用した画像読取装置では、原稿の表面の
読み取りは縮小光学系イメージセンサが用いられる場合が多く、原稿の裏面の読み取りは
、設置スペース、コスト等の関係上、密着光学系イメージセンサが用いられる場合が多い
。しかし、原稿の表裏面を読み取るイメージセンサの光学的構成が異なると、用紙の表裏
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面に形成される画像の画質に差が生じてしまう。
【０００４】
　従って、以上のような画像読取装置においては、ユーザが原稿の両面の読取方法を選択
できるようになっている。つまり、原稿の表裏面を別々に読み取るため画像の読み取りに
は時間がかかるが、用紙の表裏面の画質を同一にするために同じイメージセンサ（縮小光
学系イメージセンサ）で原稿の表裏面を読み取らせるモードと、画像の読取時間の短縮化
を優先させるために原稿の表裏面を縮小光学系と密着光学系の２つのイメージセンサでほ
ぼ同時に読み取らせるモードの２つのモードを設けて、ユーザが２つのモードを任意に選
択できるようになっている。
【特許文献１】特開２００７－８２０３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ユーザが画像読取装置に原稿の両面の読み取りを行わせる度に上記２つ
のモードの選択、又はモードの切り替えを行わなければならず、操作に手間がかかってい
た。更に何れのモードが原稿の読み取りに適しているかをユーザが判断する必要があり、
特にユーザが各モードの詳しい内容や特徴をよく理解していない場合、モードの選択が適
切に行われず、各モードのメリットを十分生かした原稿の読み取りが行われない場面もあ
った。
【０００６】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、ユーザの操作を少なくし、更
にユーザによる上記判断をなくし、最適なモードで原稿の読み取りが行われる利便性の高
い画像読取装置及び画像形成装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明における画像読取装置は、給紙された原稿の一方の面を読み取る第１読取手段と
、前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手段と、前記第１読取手段による前記原稿の一
方の面の読み取りが終わった後、前記第１読取手段が該原稿の他方の面を読み取り可能な
ように該原稿を反転して給紙する反転手段と、給紙前の前記原稿を載置する原稿トレイと
、前記原稿トレイに載置された原稿の枚数を検出する枚数検出手段と、前記第１読取手段
が前記原稿の一方の面を読み取り、前記反転手段による該原稿の反転後に前記第１読取手
段が該原稿の他方の面を読み取る両面反転読取モードと、前記第１読取手段が前記原稿の
一方の面を読み取り、前記第２読取手段が該原稿の他方の面を読み取る両面同時読取モー
ドのうち、前記枚数検出手段が検出した前記原稿の枚数が予め定められた枚数以上のとき
、前記両面同時読取モードに設定するモード設定手段と、を備える。
【０００８】
　この構成によれば、原稿の枚数が予め定められた枚数以上（例えば、２枚以上）のとき
は、モード設定手段が読取時間の短い両面同時読取モードに設定することにより、読取時
間が短縮化され、ユーザによる判断なしで最適なモードが設定されることになる。従って
、ユーザによる選択操作の手間を省くことができ、操作の煩雑さを改善することができる
と共に、画像読取装置の利便性を向上させることができる。
【０００９】
　また、本発明における画像読取装置は、給紙された原稿の一方の面を読み取る第１読取
手段と、前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手段と、前記第１読取手段による前記原
稿の一方の面の読み取りが終わった後、前記第１読取手段が該原稿の他方の面を読み取り
可能なように該原稿を反転して給紙する反転手段と、ユーザを識別する識別手段と、前記
識別手段によって識別されたユーザ毎に操作履歴を記憶する記憶手段と、前記第１読取手
段が前記原稿の一方の面を読み取り、前記反転手段による該原稿の反転後に前記第１読取
手段が該原稿の他方の面を読み取る両面反転読取モードと、前記第１読取手段が前記原稿
の一方の面を読み取り、前記第２読取手段が該原稿の他方の面を読み取る両面同時読取モ
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ードのうち、前記記憶手段に記憶された前記操作履歴に基づいて、前記２つのモードのう
ち何れか一方を設定するモード設定手段と、を備える。
【００１０】
　この構成によれば、モード設定手段が各ユーザの操作履歴に基づいて両面反転読取モー
ド又は両面同時読取モードの何れか一方を設定することにより、ユーザの好みに合うモー
ドに自動的に設定されることとなる。従って、ユーザが読取モードを選択する手間を省く
ことができ、操作の煩雑さを改善することができると共に、画像形成装置の利便性を向上
させることができる。
【００１１】
　また、上記構成において、前記第１読取手段は縮小光学系イメージセンサを有し、前記
第２読取手段は密着光学系イメージセンサを有することが好ましい。
【００１２】
　また、本発明における画像形成装置は、給紙された原稿の一方の面を読み取る第１読取
手段と、前記原稿の他方の面を読み取る第２読取手段と、前記第１読取手段による前記原
稿の一方の面の読み取りが終わった後、前記第１読取手段が該原稿の他方の面を読み取り
可能なように該原稿を反転して給紙する反転手段と、前記第１読取手段、前記第２読取手
段によって取得された画像データに基づいて記録媒体に画像を形成する画像形成手段と、
前記画像形成手段によって前記画像が形成される前に前記記録媒体の一方の面の画像形成
状態を判別する裏紙判別手段と、前記第１読取手段が前記原稿の一方の面を読み取り、前
記反転手段による該原稿の反転後に前記第１読取手段が該原稿の他方の面を読み取る両面
反転読取モードと、前記第１読取手段が前記原稿の一方の面を読み取り、前記第２読取手
段が該原稿の他方の面を読み取る両面同時読取モードのうち、前記裏紙判別手段が前記記
録媒体の一方の面に画像形成がなされていると判別したとき、前記両面同時読取モードに
設定するモード設定手段と、を備える。
【００１３】
　既に一方の面に画像が形成されている記録媒体（裏紙）に読み取った画像を形成させる
（印刷する）ということは、テスト印刷であったり、印刷物は社内用又は私用で用いる等
、形成される画像の画質にこだわらないケースが多いと考えられる。そこで、画像形成の
対象である記録媒体が裏紙であると検知された場合は、モード設定手段が表裏面の読取画
像の画質に差が出るが読取時間の短い両面同時読取モードを設定することにより、ユーザ
による判断なしで最適なモードが自動的に設定されることになる。従って、ユーザが読取
モードを選択する手間を省くことができ、操作の煩雑さを改善することができると共に、
画像形成装置の利便性を向上させることができる。
【００１４】
　また、上記構成において、前記第１読取手段は縮小光学系イメージセンサを有し、前記
第２読取手段は密着光学系イメージセンサを有することが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　この発明によれば、原稿の枚数が予め定められた枚数以上（例えば、２枚以上）のとき
は、モード設定手段が読取時間の短い両面同時読取モードに設定することにより、読取時
間が短縮化され、ユーザによる判断なしで最適なモードが設定されることになる。従って
、ユーザによる選択操作の手間を省くことができ、操作の煩雑さを改善することができる
と共に、画像読取装置の利便性を向上させることができる。
【００２１】
　また、モード設定手段が各ユーザの操作履歴に基づいて両面反転読取モード又は両面同
時読取モードの何れか一方を設定することにより、ユーザの好みに合うモードに自動的に
設定されることとなる。従って、ユーザが読取モードを選択する手間を省くことができ、
操作の煩雑さを改善することができると共に、画像形成装置の利便性を向上させることが
できる。
【００２２】
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　また、画像形成の対象である記録媒体が裏紙であると検知された場合は、モード設定手
段が表裏面の読取画像の画質に差が出るが読取時間の短い両面同時読取モードを設定する
ことにより、ユーザによる判断なしで最適なモードが自動的に設定されることになる。従
って、ユーザが読取モードを選択する手間を省くことができ、操作の煩雑さを改善するこ
とができると共に、画像形成装置の利便性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の一実施形態に係る画像読取装置及び画像形成装置について図面を参照し
て説明する。尚、以下の実施形態では、本発明における画像読取装置及び画像形成装置を
、コピー、スキャナ、ファクシミリ、プリンタ等の機能を備えた複合機に集約した形態を
例に説明する。
【００２４】
　〔第１の実施の形態〕
　図１は本実施の形態における複合機１の内部構成を模式的に示した縦断面図である。複
合機１は大きく分けると画像読取装置２と装置本体３とからなる。画像読取装置２は、原
稿給紙部２１とスキャナ部（第１読取手段）２２を備えて構成される。原稿給紙部２１は
ＡＤＦを実現するものであり、原稿トレイ２１１、給紙ローラ２１２、搬送ドラム２１３
、排紙ローラ２１４及び排紙トレイ２１５を有する。原稿トレイ２１１は原稿が載置され
る場所であり、原稿トレイ２１１に載置された原稿は１枚ずつ給紙ローラ２１２によって
取り込まれて搬送ドラム２１３へ搬送される。搬送ドラム２１３を経由した原稿は排紙ロ
ーラ２１４によって排紙トレイ２１５へ排出される。
【００２５】
　スキャナ部２２は、原稿の画像を光学的に取得して画像データを生成するものであり、
プラテンガラス２２１、光源２２２、第１ミラー２２３、第２ミラー２２４、第３ミラー
２２５、第１キャリッジ２２６、第２キャリッジ２２７、結像レンズ２２８、ＣＣＤ（Ch
arge Coupled Device）２２９を有する。また、本実施の形態では、第１読取手段が有す
る縮小光学系イメージセンサとしてＣＣＤ２２９を用いたものを例に説明するが、ＣＣＤ
以外にＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサを用いた
ものであってもよい。
【００２６】
　プラテンガラス２２１は原稿を載置する場所であり、光源２２２及び第１ミラー２２３
は第１キャリッジ２２６によって支持され、第２ミラー２２４及び第３ミラー２２５は第
２キャリッジ２２７によって支持されている。
【００２７】
　ここで、画像読取装置２の原稿読取方法として、プラテンガラス２２１上に載置された
原稿をスキャナ部２２が読み取るフラットベッド読取モードと、原稿をＡＤＦによって取
り込み、その搬送途中で原稿を読み取るＡＤＦ読取モードがある。フラットベッド読取モ
ードでは、光源２２２がプラテンガラス２２１上に載置された原稿を照射し、主走査方向
１ライン分の反射光が第１ミラー２２３、第２ミラー２２４、第３ミラー２２５の順に反
射して、結像レンズ２２８に入射する。結像レンズ２２８に入射した光はＣＣＤ２２９の
受光面で結像される。ＣＣＤ２２９は一次元のイメージセンサであり、１ライン分の原稿
の画像を同時に処理する。１ライン分の読み取りが終了すると、主走査方向と直交する方
向（副走査方向、矢印Ｙ方向）に第１キャリッジ２２６及び第２キャリッジ２２７が移動
され、次のラインの読み取りが行われる。
【００２８】
　ＡＤＦ読取モードでは、給紙トレイ２１１に載置された原稿が給紙ローラ２１２によっ
て１枚ずつ取り込まれ、搬送ドラム２１３から排紙トレイ２１５への搬送経路に設けられ
た読取窓２３０上を原稿が通過するとき、光源２２２が原稿を照射し、主走査１ライン分
の反射光が第１ミラー２２３、第２ミラー２２４、第３ミラー２２５の順に反射して、結
像レンズ２２８に入射する。結像レンズ２２８に入射した光はＣＣＤ２２９の受光面で結
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像される。続いて原稿は原稿給紙部２１によって搬送され、次のラインが読み取られる。
尚、以下の説明において、特に記載のないものについては、ＡＤＦ読取モードによって原
稿を自動給紙し、画像の読み取りを行うことを前提に説明を行う。
【００２９】
　更に、原稿給紙部２１は切換ガイド２１６、反転ローラ２１７及び反転搬送路２１８か
らなる原稿反転機構（反転手段）を有する。１回目のＡＤＦ読み取りによって表面（原稿
の一方の面）が読み取られた原稿を原稿反転機構を用いて反転させて再搬送することによ
って、再度ＣＣＤ２２９に裏面（原稿の他方の面）の読み取りを行わせることができる。
この原稿反転機構は、両面読み取り時にのみ動作し、片面読み取り時は動作しない。片面
読み取り時及び両面読み取り時において裏面の読み取り後、切換ガイド２１６は上側に切
り替えられ、搬送ドラム２１３を経た原稿は排紙ローラ２１４によって排紙トレイ２１５
に排紙される。両面読み取り時における表面読み取り後、切換ガイド２１６は下側に切り
替えられ、搬送ドラム２１３を経た原稿は反転ローラ２１７のニップ部へ搬送される。そ
の後、切換ガイド２１６は上側へ切り替わって反転ローラ２１７が逆回転することにより
、原稿は反転搬送路２１８を介して搬送ドラム２１３へ再搬送される。以下、原稿反転機
構を用いて原稿の両面を読み取らせるモードを両面反転読取モード又は高画質モードと表
記する。
【００３０】
　更に、本実施の形態の画像読取装置２は、ＡＤＦ読取モード時において、上記で説明し
たように原稿の搬送途中でＣＣＤ２２９によって原稿の表面の読み取りを行わせると同時
に、ＣＩＳ（第２読取手段）２３１によって原稿の裏面の読み取りを行わせることが可能
である。つまり、給紙トレイ２１１から給紙された原稿は読取窓２３０上を通過するとき
にＣＣＤ２２９によって表面が読み取られ、更にＣＩＳ２３１を通過する際に裏面が読み
取られる。このようにＣＣＤ２２９とＣＩＳ２３１を用いることでワンパスで原稿の両面
の読み取りが可能となる。以下、ＣＣＤ２２９とＣＩＳ２３１を用いて原稿の両面を読み
取らせるモードを両面同時読取モード又は高速モードと表記する。
【００３１】
　ここで、両面反転読取モード（高画質モード）と両面同時読取モード（高速モード）に
ついて説明する。両面反転読取モードでは原稿両面の読み取りが同じイメージセンサ（Ｃ
ＣＤ２２９）によって行われるため、読み取った表裏面それぞれの画像の画質に差はない
。しかし、両面同時読取モードでは原稿の表面はＣＣＤ２２９、裏面はＣＩＳ２３１とい
う異なるイメージセンサで読み取りが行われるため、それぞれのイメージセンサが取得し
た画像データに基づいて両面印刷を行うと、両面の印刷画像の画質に差が生じてしまう。
特にカラー印刷を行うと、読み取った表裏面のそれぞれの画像の画質の差が顕著に表れる
。原因としては、スキャナ部２２は光源２２２として冷陰極蛍光管等の白色蛍光ランプを
用いていることに対し、ＣＩＳ２３１は光源として３色ＬＥＤ等（不図示）を用いている
。この光源の違いにより、スキャナ部２２による画像読み取りの方が色再現性に優れてい
ることが知られている。また、これら各光源の分光分布の違いによるものの他に、ＣＣＤ
２２９は複数の受光素子がワンチップ上に形成されてイメージセンサとして構成されてい
るのに対し、ＣＩＳ２３１においては複数の固体撮像素子が連結されてイメージセンサと
して構成されているため固体撮像素子間に感度のバラつきが生じ、これが画質の差の原因
となっていると考えられている。
【００３２】
　尚、本実施の形態においては、スキャナ部２２は第１読取手段に相当し、ＣＩＳ２３１
は第２読取手段に相当するものとして説明するが、その逆の構成であっても構わない。更
に、第１読取手段及び第２読取手段が同じ光学系イメージセンサで構成されていても構わ
ない。
【００３３】
　複合機１の構成の説明に戻る。複合機１は、装置本体３と、装置本体３の左方に配設さ
れたスタックトレイ６とを有している。装置本体３は、複数の給紙カセット４６１と、給
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紙カセット４６１から用紙（記録媒体）を１枚ずつ繰り出して記録部（画像形成手段）４
０へ搬送する給紙ローラ４６２と、給紙カセット４６１から搬送されてきた用紙に画像を
形成する記録部４０とを備える。更に手差しトレイ４７１を備え、この手差しトレイ４７
１からは何れの給紙カセットにも収納されていないサイズの用紙や、既に一方の面に画像
形成がなされている用紙（裏紙）、ＯＨＰシートのような任意の記録媒体が載置可能であ
り、給紙ローラ４７２によって１枚ずつ装置本体３内に給紙される。
【００３４】
　記録部４０は、感光体ドラム４３の表面から残留電荷を除電する除電装置４２１と、除
電後の感光体ドラム４３の表面を帯電させる帯電装置４２２と、スキャナ部２２で取得さ
れた画像データに基づいてレーザ光を出力して感光体ドラム４３表面を露光し、感光体ド
ラム４３の表面に静電潜像を形成する露光装置４２３と、上記静電潜像に基づいて感光体
ドラム４３上に、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）及びブラック（Ｋ）の
各色のトナー像を形成する現像装置４４Ｃ、４４Ｍ、４４Ｙ、４４Ｋと、感光体ドラム４
３に形成された各色のトナー画像が転写されて重ね合わせされる転写ドラム４９と、転写
ドラム４９上のトナー像を用紙に転写させる転写装置４１と、トナー像が転写された用紙
を加熱してトナー像を用紙に定着させる定着装置４５とを備えている。なお、シアン、マ
ゼンタ、イエロー及びブラックの各色に対するトナーの供給は、不図示のトナー供給容器
（トナーカートリッジ）から行われる。また、記録部４０を通過した用紙をスタックトレ
イ６又は排出トレイ４８まで搬送する搬送ローラ４６３及び４６４等が設けられている。
【００３５】
　用紙の両面に画像を形成する場合は、記録部４０によって用紙の一方の面に画像の形成
が施された後、この用紙を排出トレイ４８側の搬送ローラ４６３にニップされた状態にす
る。この状態で搬送ローラ４６３を逆回転させて用紙をスイッチバックさせ、用紙を用紙
搬送路Ｌに送って記録部４０の上流域に再度搬送し、記録部４０によって他方の面に画像
の形成が施された後、用紙をスタックトレイ６又は排出トレイ４８に排出する。
【００３６】
　また、装置本体３の前方には、ユーザが操作画面や各種メッセージ等を視認することが
できる表示部や、種々の操作命令を入力するための操作ボタンを有する操作部５が備えら
れている。図２は操作部５の正面図の一例である。この操作部５は、表示部５１、タッチ
パネル５２、数字キー群５３、各種操作ボタン５４～５７、機能選択ボタン５８等を備え
る。表示部５１は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＥＬＤ（Electronic Luminesce
nt Display）等によって構成され、紙サイズ選択、倍率選択、濃度選択等の選択画面が表
示される。表示部５１はタッチパネル５２と一体的に形成されている。タッチパネル５２
は、ユーザによるタッチ操作がなされたら、タッチ位置を検出して検出信号を後述する制
御部へ出力するものである。
【００３７】
　数字キー群５３は、例えば、複合機１のコピー機能動作中はコピー枚数を、ファクシミ
リ機能動作中は送信先の電話番号等をユーザが入力するためのものである。節電ボタン５
４は、複合機１を節電（低電力）モードにするボタンである。スタートボタン５５はコピ
ー動作やスキャナ動作等を開始させるボタンであり、ストップ／クリアボタン５６はコピ
ー動作やスキャナ動作等の停止、入力操作の取り消しを行うボタンである。リセットボタ
ン５７は表示部５１の表示や各種設定を初期状態又は標準動作状態にするボタンである。
機能選択ボタン５８は、コピー機能、プリンタ機能、スキャナ機能、ファクシミリ機能を
設定するためのボタンである。
【００３８】
　図３は、本実施の形態における複合機１の電気的構成を示すブロック図である。複合機
１は、原稿給紙部２１、スキャナ部２２、ＣＩＳ２３１、操作部５、制御部６１、画像処
理部６４、記録部４０及びファクシミリ通信部（ファクシミリ通信手段）６６を備えて構
成される。尚、図１及び図２において説明した構成要素と同じものには同じ符号を付して
詳しい説明を省略する。
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【００３９】
　原稿給紙部２１は、原稿トレイ２１１に載置された原稿を自動的に取り込んで、ＣＣＤ
２２９やＣＩＳ２３１による原稿の読み取りが可能なように搬送するものであり、ＡＤＦ
を実現させるものである。スキャナ部２２及びＣＩＳ２３１は、原稿の画像を光学的に取
得して画像データを生成するものである。
【００４０】
　操作部５は、ユーザがコピー機能、スキャナ機能、ファクシミリ機能及びプリンタ機能
等に関する操作入力を受け付けるものであり、操作入力に応じた操作信号を制御部６１へ
出力する。図２に示すタッチパネル５２、数字キー群５３、操作ボタン５４～５７、機能
選択ボタン５８等に相当し、更に操作部５は表示部５１を含む。
【００４１】
　制御部６１は、ＣＰＵ等によって構成され、入力された指示信号等に応じて所定のプロ
グラムに基づいた処理を実行し、各機能部への指示信号の出力、データ転送等を行って複
合機１を統括的に制御するものである。
【００４２】
　また、制御部６１はモード設定部（モード設定手段）６１１を有する。モード設定部６
１１は両面反転読取モード又は両面同時読取モードの何れか一方を選択して設定するもの
であり、予め定められた各種条件に応じて、何れか一方のモードを標準設定（デフォルト
設定）にする。本実施の形態では、操作部５におけるファクシミリ機能を動作させるボタ
ン５８１がユーザによって操作されて複合機１のファクシミリ機能が動作しているときは
、モード設定部６１１によって両面同時読取モードが標準設定される。つまり、複合機１
のファクシミリ機能動作中は、原稿トレイ２１１に原稿が載置されて、ユーザが操作部５
を用いて原稿の両面読み取りの指示入力と、ファクシミリ通信の開始を指示する操作を行
ったら、制御部６１１の制御の下、自動的に両面同時読取モードで原稿の両面の読み取り
が行われる。
【００４３】
　ファクシミリ機能動作中は両面同時読取モードに標準設定する理由は以下の通りである
。ファクシミリ通信によって相手先のファクシミリ装置に送信・出力される画像は、ほと
んどが白黒画像である。原稿画像がカラーであっても、相手先のファクシミリ装置で出力
される画像は白黒画像である場合が多いため、出力される画像の高画質化を求めるケース
は少ない。つまり、ファクシミリ機能動作中は表面・裏面の読取画像の画質に差の出る両
面同時読取モードで原稿の両面を読み取っても、相手先のファクシミリ装置に出力される
画像の画質には何ら問題はなく、むしろ両面反転読取モードでの読み取りに比べて原稿の
読取時間の短縮化を図ることができる。従って、ファクシミリ機能動作中は両面同時読取
モードを標準設定とすることで、ユーザが読取モードの選択をする必要がなくなり、複合
機１の利便性を向上させることができる。
【００４４】
　画像処理部６４は、画像データに関する各種画像処理を行うものである。例えば、画像
処理部６４は、スキャナ部２２やＣＩＳ２３１によって取得された画像データに対して、
レベル補正、ガンマ補正等の補正処理、画像データの圧縮又は伸長処理、拡大又は縮小処
理等の画像加工処理を行う。記録部４０は、スキャナ部２２やＣＩＳ２３１によって取得
された画像データに基づいた画像を所定の用紙に印刷するものである。
【００４５】
　ファクシミリ通信部６６は、ファクシミリ動作に必要な動作制御を行うものであり、フ
ァクシミリ通信に必要なデータの調整を行う。例えば、ファクシミリ通信部６６は、ＣＯ
ＤＥＣ（COmpresser-DECompressor）、ＭＯＤＥＭ（MOdulator-DEModulator）及びＮＣＵ
（Network Control Unit）等を有する（不図示）。ＮＣＵはデータを送受信する相手、即
ち相手先のファクシミリ装置との電話回線を通じた接続を制御するものである。ＭＯＤＥ
ＭはＣＯＤＥＣを通じて送られるデジタルの送信信号をアナログの変調信号へ変換すると
共に、ＮＣＵを通じて入力されるアナログの変調信号である受信信号を復調し、デジタル
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信号へ変換するものである。スキャナ部２２、ＣＩＳ２３１において取得された画像デー
タはファクシミリ通信部６６を介して外部のファクシミリ装置へ送信することができ、ま
た、通信先からファクシミリ通信部６６を介して受信した画像データを記録部４０を用い
て用紙に印刷することができる。
【００４６】
　図４及び５は、表示部５１の画面例を示したものであり、図６は複合機１のファクシミ
リ機能動作中の処理の流れの一例を示したフローチャートである。本実施の形態における
ファクシミリ機能動作中の処理の流れを図４～６を用いて説明する。
【００４７】
　ファクシミリ機能動作中、制御部６１は図４に示すような標準画面を表示部５１に表示
させると共に、モード設定部６１１は両面同時読取モードに標準設定する（図６のステッ
プＳ１１）。そしてユーザによる数字キー５３からのファクシミリ送信先の電話番号の入
力（ステップＳ１２；ＹＥＳ）、スタートボタン５５の押下（ステップＳ１３；ＹＥＳ）
が行われると、このスタートボタン５５の押下までに両面送信ボタン５１２の押下がユー
ザによってなされたか否かを制御部６１が判別する（ステップＳ１４）。
【００４８】
　両面送信ボタン５１２とは、原稿の両面に形成された画像をそれぞれファクシミリ送信
したいときに選択するボタンである。ユーザによって図４に示す送信設定ボタン５１１が
押下されたら、制御部６１は図５に示すような送信設定画面を表示部５１に表示させる。
この送信設定画面ではファクシミリ送信に関する各種送信設定を行うことができ、この送
信設定画面で表示される両面送信ボタン５１２をユーザが押下することにより、原稿の両
面の画像が読み取られてファクシミリ送信される設定となる。
【００４９】
　両面送信ボタン５１２の押下がなされていたら（ステップＳ１４；ＹＥＳ）、制御部６
１は原稿給紙部２１に原稿トレイ２１１に載置された原稿を取り込ませ、ＣＣＤ２２９及
びＣＩＳ２３１に両面同時読取モードで原稿の両面の画像を読み取らせる（ステップＳ１
５）。そして制御部６１はスキャナ部２２及びＣＩＳ２３１によって取得された画像デー
タをファクシミリ通信部６６へ転送し、ファクシミリ通信部６６が相手先のファクシミリ
装置へ画像データを送信する処理を行う（ステップＳ１７）。
【００５０】
　一方、ユーザによる両面送信ボタン５１２の押下がなく、スタートボタン５５の押下が
なされたら（ステップＳ１４；ＮＯ）、制御部６１は原稿給紙部２１に原稿トレイ２１１
に載置された原稿を取り込ませ、スキャナ部２２に原稿の表面の画像を読み取らせる（ス
テップＳ１６）。そして制御部６１はスキャナ部２２によって取得された画像データをフ
ァクシミリ通信部６６へ転送し、ファクシミリ通信部６６が相手先のファクシミリ装置へ
画像データを送信する処理を行う（ステップＳ１７）。
【００５１】
　以上説明したように、出力される画像の画質にこだわるケースが少ないファクシミリ機
能動作中は両面同時読取モードを標準設定とすることにより、ユーザがファクシミリ送信
の度に読取モードを選択する手間を省くことができ、操作の煩雑さを改善することができ
ると共に、複合機１の利便性を向上させることができる。
【００５２】
　〔第２の実施の形態〕
　第１の実施の形態では、ファクシミリ機能動作中は両面同時読取モードが標準設定され
る複合機１について説明した。第２の実施の形態では、原稿トレイに載置された原稿の枚
数に応じて両面反転読取モード又は両面同時読取モードの何れか一方が設定される複合機
１００について説明する。
【００５３】
　図７は、第２の実施の形態における複合機１００の内部構成を模式的に示した断面図で
ある。図７に示す複合機１００において、図１に示す複合機１と同様の構成要素について
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は同じ符号を付して説明を省略し、異なる部分のみ説明する。
【００５４】
　複合機１００は、大きく分けると画像読取装置２００と装置本体３とからなる。画像読
取装置２００の有する原稿給紙部２１には原稿トレイ２１１に載置された原稿の重量を測
定する原稿重量センサ２１９が配設されている。
【００５５】
　原稿重量センサ２１９はその上端部が原稿トレイ２１１の原稿載置面に位置するように
設置され、原稿トレイ２１１に原稿が載置されると、原稿重量センサ２１９の上端部がそ
の原稿の全重量を支持し、原稿の重量を検出する構造となっている。また原稿重量センサ
２１９は、検出した重量を後述する制御部へ出力する。
【００５６】
　原稿重量センサ２１９としては、例えばロードセルが使用される。ロードセルの詳しい
構造については周知の技術であるため説明を省略する。尚、原稿重量センサ２１９として
ロードセルを用いる理由は、原稿用紙１枚の微小な重量を検出可能なためによるが、原稿
重量センサ２１９の構成はロードセルに限定されるものではなく、原稿用紙１枚の微小な
重量を検出可能なセンサであれば他のセンサであってもよい。
【００５７】
　図８は、本実施の形態における複合機１００の電気的構成を示すブロック図である。複
合機１００は、原稿給紙部２１、スキャナ部２２、ＣＩＳ２３１、操作部５、制御部６１
、画像処理部６４、記録部４０及び原稿重量センサ２１９を備えて構成される。以下、第
１の実施の形態において図３を用いて説明した複合機１の電気的構成と異なる部分につい
てのみ説明する。
【００５８】
　原稿重量センサ２１９は原稿トレイ２１１に載置された原稿の重量を測定し、測定結果
を制御部６１へ出力する。制御部６１は出力された測定結果を基に載置された原稿の枚数
を算出する。ここで原稿の枚数を算出する方法の一例を説明する。まず、原稿重量センサ
２１９は原稿トレイ２１１に原稿が載置されていない状態にあるときの初期重量を測定し
、測定結果を制御部６１へ出力する。制御部６１はその重量を初期重量Ｗ０として内部に
有するメモリ（不図示）等に記憶する。この初期重量Ｗ０の測定は、ユーザによって複合
機１００の操作が行われていないときや、複合機１００が節電モードになっているとき等
に行えばよい。次に、原稿トレイ２１１に原稿が載置されると、原稿重量センサ２１９は
原稿の重量を測定し、測定した重量を制御部６１へ出力する。制御部６１はその重量を測
定重量Ｗ１とし、測定重量Ｗ１と初期重量Ｗ０の差を求めて原稿重量Ｗ２を算出する。つ
まり、
　Ｗ２＝Ｗ１－Ｗ０　・・・（１）
となる。
【００５９】
　次に、制御部６１は、原稿のサイズを検出する原稿サイズ検出センサ（不図示）による
検出結果に基づいて、原稿基準重量テーブル６１３から検出された原稿サイズに対応する
基準重量Ｗ３を抽出する。原稿基準重量テーブル６１３は、一般的に用いられているコピ
ー用紙の１枚あたりの重量を用紙サイズ別に記憶しているものである。この原稿基準重量
テーブル６１３は複合機１００の工場出荷時に予め制御部６１に記憶されていてもよいし
、ユーザによって各基準重量Ｗ３の入力又は変更が適宜なされてもよい。また原稿基準重
量テーブル６１３は、制御部６１内ではなく、複合機１００が有する他の記憶媒体（不図
示）に記憶されていてもよい。更に、一般的に用いられるコピー用紙の重量の他に、ＯＨ
Ｐシートや厚紙など、特殊な記録媒体に対する１枚あたりの重量データが記憶されていて
もよい。
【００６０】
　原稿サイズ検出センサは原稿トレイ２１１の原稿載置面の所定位置に複数配設されてお
り、原稿の長さ及び幅等を検出して、検出結果を制御部６１に出力する周知のセンサであ
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る。制御部６１は原稿サイズ検出センサの検出結果に基づいて原稿トレイ２１１に載置さ
れた原稿のサイズを判別し、原稿基準重量テーブル６１３から基準重量Ｗ３を読み出す。
【００６１】
　続いて制御部６１は原稿重量Ｗ２を基準重量Ｗ３で割り、原稿枚数Ｐを算出する。つま
り、
　Ｐ＝Ｗ２／Ｗ３　・・・（２）
となる。尚、本実施の形態における枚数検出手段は原稿重量センサ２１９と制御部６１に
相当する。
【００６２】
　制御部６１は更にモード設定部６１２を有する。モード設定部６１２は予め定められた
各種条件に応じて、両面反転読取モード又は両面同時読取モードの何れのモードで両面読
み取りを行うかを選択して設定するものであり、本実施の形態では、原稿トレイ２１１に
載置された原稿の枚数が１枚のときは両面反転読取モード、２枚以上のときは両面同時読
取モードに設定する。これにより、原稿枚数が複数枚のときは読取時間の短い両面同時読
取モードで自動的に原稿読み取りが行われるため、ユーザによる操作の手間を省くことが
でき、複合機１００の利便性を高めることができる。
【００６３】
　尚、本実施の形態では原稿１枚のときは両面反転読取モード、２枚以上（複数枚）のと
きは両面同時読取モードとして説明するが、例えば、原稿１枚又は２枚のときは両面反転
読取モード、３枚以上のときは両面同時読取モードとする等、読取モードの決定条件とな
る原稿枚数は上記に限定しない。しかし、原稿枚数が多いときに自動的に両面同時読取モ
ードに設定されることにより、ユーザは少ない操作で読取時間の短縮化を図ることができ
る等の効果を享受することができるため、スキャナ部２２やＣＩＳ２３１の画像読取速度
、原稿給紙部２１の原稿搬送速度等の複合機１００の各種仕様に応じて、両面同時読取モ
ードに設定される原稿の枚数を適宜設定する必要がある。
【００６４】
　図１０、１１及び１２は、表示部５１の画面例を示したものであり、図１３は複合機１
００のコピー処理の流れの一例を示したフローチャートである。本実施の形態におけるコ
ピー処理の流れを図１０～１３を用いて説明する。複合機１００のコピー機能が選択され
ているとき、制御部６１は図１０に示すような標準画面を表示部５１に表示させる。そし
て制御部６１は原稿の両面読み取りが設定されたか否かを判別する（ステップＳ３１）。
画像読取装置２に原稿の両面読み取りを行わせたいとき、ユーザは図１０における機能リ
ストキー５２１を押下する。すると制御部６１は図１１に示すような機能リスト画面を表
示部５１に表示させる。更にユーザによって両面／分割キー５２２が押下されると、制御
部６１は図１２に示すような両面／分割画面を表示部５１に表示させる。
【００６５】
　両面／分割画面では、原稿の片面を読み取って片面印刷するキー５２３、原稿の片面を
読み取って両面印刷するキー５２４、原稿の両面を読み取って片面印刷するキー５２５、
原稿の両面を読み取って両面印刷するキー５２６、見開き原稿を読み取って片面印刷する
キー５２７、見開き原稿を読み取って両面印刷するキー５２８等の設定キーが表示される
。原稿の両面読み取りが必要なキー５２５及び５２６がユーザによって押下されたら、制
御部６１は原稿重量センサ２１９による重量測定の結果に基づいて原稿の枚数を算出する
。その枚数が２枚以上のとき（ステップＳ３２；ＹＥＳ）、モード設定部６１２は読取モ
ードを両面同時読取モードに設定し（ステップＳ３３）、枚数が１枚のとき（ステップＳ
３２；ＮＯ）、モード設定部６１２は読取モードを両面反転読取モードに設定する（ステ
ップＳ３４）。
【００６６】
　そしてユーザによってスタートボタン５５の押下がなされたら（ステップＳ３５；ＹＥ
Ｓ）、制御部６１は画像読取装置２に対して原稿の画像読み取り処理を行わせる（ステッ
プＳ３６）。ここでユーザによって原稿の両面読み取りの操作指示が行われていた場合は
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、モード設定部６１２によって設定された読取モードに従って両面読み取りが行われる。
続いて、制御部６１は画像読取装置２によって取得された画像データの画像処理を画像処
理部６４に行わせ、処理後の画像データに基づいた画像の印刷を記録部４０に行わせて（
ステップＳ３７）、処理を終了する。
【００６７】
　以上説明したように、原稿が２枚以上のときはモード設定部６１２によって両面同時読
取モードに設定されることにより、ユーザが複合機１００を用いて複数枚の原稿の両面読
み取りをさせようとするとユーザによる選択なしで読取時間の短い両面同時読取モードで
画像読み取りが行われるため、ユーザにとって最適な読取モードで自動的に処理が行われ
ることになる。これにより、ユーザが読取モードを選択する手間を省くことができ、複合
機１００の利便性を向上させることができる。
【００６８】
　また、原稿の枚数を検出する方法は、上記に示した原稿の重量を基に枚数を算出する方
法に限定されるものではなく、原稿の枚数が所定枚数以上であるか否かを検出可能な方法
であれば何れの方法でもよい。他の方法として、例えば、原稿トレイ２１１の原稿載置面
の原稿の有無が検出可能な位置に原稿検知センサを配設する。この原稿検知センサは光学
的又は機械的に原稿の有無を検知し、検知信号を制御部６１に出力するものである。ユー
ザによってスタートボタン５５の押下がなされ、１枚目の原稿が給紙ローラ２１２によっ
て取り込まれた直後、原稿検知センサが原稿トレイ２１１に原稿が有ることを示す検知信
号を出力していたら、原稿トレイ２１１に載置された原稿は２枚以上であるため、モード
設定部６１２は読取モードを両面同時読取モードに設定する。一方、１枚目の原稿が給紙
ローラ２１２によって取り込まれた直後、原稿検知センサが原稿トレイ２１１に原稿がな
いことを示す検知信号を出力したら、原稿は既に取り込まれた原稿のみ（つまり１枚）で
あるため、モード設定部６１２は読取モードを両面反転読取モードに設定する。
【００６９】
　〔第３の実施の形態〕
　第２の実施の形態では、原稿トレイ２１１に載置された原稿が２枚以上のときは両面同
時読取モードが設定される複合機１００について説明した。第３の実施の形態では、ユー
ザ毎の過去の使用履歴に基づいて両面反転読取モード又は両面同時読取モードの何れか一
方のモードが設定される複合機１１０について説明する。尚、本実施の形態における複合
機１１０の内部構成は図１に示す複合機１の内部構成と同様であるため、説明を省略する
。
【００７０】
　図１４は、本実施の形態における複合機１１０の電気的構成を示すブロック図である。
複合機１１０は、原稿給紙部２１、スキャナ部２２、ＣＩＳ２３１、操作部５、制御部（
識別手段）６１、画像処理部６４、記録部４０及びメモリ（記憶手段）部６７を備えて構
成される。以下、第１の実施の形態において図３を用いて説明した複合機１の電気的構成
と異なる部分についてのみ説明する。
【００７１】
　メモリ部６７は、制御部６１が複合機１１０全体を制御するために必要な各種プログラ
ムやデータ等を記憶するものであり、例えば半導体メモリ等で構成されている。メモリ部
６７は、少なくとも個人認証テーブル６７１、個人履歴情報テーブル６７２及び全体履歴
情報テーブル６７３を記憶する。図１５は個人認証テーブル６７１のデータ構成を示した
図である。個人認証テーブル６７１には、各ユーザに割り当てられている個人ＩＤとパス
ワードが記憶されている。各個人ＩＤとパスワードは対応付けられて記憶されており、操
作部５よりユーザによって個人ＩＤとパスワードが入力された場合に個人認証処理を行う
際に用いられる。
【００７２】
　図１６は個人履歴情報テーブル６７２のデータ構成を示した図である。個人履歴情報テ
ーブル６７２には、複合機１１０の過去の操作履歴が個人ＩＤ毎に記憶されており、過去
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の操作履歴として、少なくとも操作日時と両面読み取りをした際の読取モードが対応付け
られて記憶されている。この他にも、画質、倍率、コピー濃度、印刷用紙サイズ等、各種
画像読取設定及び印刷設定等の内容が記憶されてもよい。ユーザが後述する図１９に示す
ような個人認証画面において個人ＩＤとパスワードを入力し、制御部６１によって個人認
証が正常に行われた後、ユーザの操作履歴が個人ＩＤ毎に個人履歴情報テーブル６７２へ
逐次記憶される。
【００７３】
　図１７は全体履歴情報テーブル６７３のデータ構成を示した図である。全体履歴情報テ
ーブル６７３には、個人認証がなされなかったユーザによる複合機１１０の過去の操作履
歴、又は個人認証の有無に関係なく複合機１１０を使用した全ユーザの過去の操作履歴が
記憶されている。操作履歴の記憶内容は図１６と同様であるが、この他の各種画像読取設
定及び印刷設定等の内容が記憶されてもよい。
【００７４】
　図１８及び１９は、表示部５１の画面例を示したものであり、図２０は複合機１１０の
コピー処理の流れの一例を示したフローチャートである。本実施の形態におけるコピー処
理の流れを図１８～２０を用いて説明する。複合機１１０のコピー機能が選択されている
とき、制御部６１は図１８に示すような標準画面を表示部５１に表示させる。そして制御
部６１は原稿の両面読み取りが設定されたか否かを判別する（ステップＳ５１）。画像読
取装置２に原稿の両面読み取りを行わせたいときの操作方法は第２の実施の形態において
図１０～１２を用いて説明した操作方法と同様であるため、説明を省略する。
【００７５】
　表示部５１に図１８に示す画面が表示されているときに、ユーザによって個人認証キー
５３１が押下されると、制御部６１は図１９に示すような個人ＩＤをパスワードを入力す
るための画面を表示部５１に表示させる。ユーザが数字キー５３等を用いて個人ＩＤとパ
スワードを入力すると、入力された文字がスペース５２１及び５２２にそれぞれ表示され
る。次にユーザによってＯＫキー５２３が押下されると、制御部６１は個人認証テーブル
６７１に基づいて入力された個人ＩＤとパスワードの認証処理を行う。ここで、ユーザが
個人ＩＤとパスワードの入力を中止したい場合は中止キー５２４が押下され、制御部６１
は表示部５１の画面を図１８に示す画面に戻す。
【００７６】
　個人認証が正常に行われた場合（ステップＳ５２；ＹＥＳ）、制御部６１は入力された
個人ＩＤに対応する個人履歴情報を個人履歴情報テーブル６７２から読み出す（ステップ
Ｓ５３）。ユーザが個人認証を行わなかった、個人認証テーブル６７１に記憶されていな
い個人ＩＤが入力された、又は入力された個人ＩＤに対してパスワードが合致しなかった
等、個人認証が行われなかった場合（ステップＳ５２；ＮＯ）、制御部６１は全体履歴情
報テーブル６７３をメモリ部６７から読み出す（ステップＳ５４）。
【００７７】
　そして制御部６１は読み出した個人履歴情報又は全体履歴情報テーブル６７３に記憶さ
れている内容に基づいて、両面反転読取モード及び両面同時読取モードの使用回数をそれ
ぞれ計数し、計数結果を比較する（ステップＳ５５）。両面反転読取モードの使用回数が
両面同時読取モードの使用回数以上の場合（ステップＳ５５；ＹＥＳ）、モード設定部６
１３は読取モードを両面反転読取モードに設定する（ステップＳ５６）。一方、両面反転
読取モードの使用回数が両面同時読取モードの使用回数未満の場合（ステップＳ５５；Ｎ
Ｏ）、モード設定部６１３は読取モードを両面同時読取モードに設定する（ステップＳ５
７）。
【００７８】
　上記で説明したように、個人履歴情報又は全体履歴情報テーブル６７３に記憶されてい
る内容に基づいて両面反転読取モード及び両面同時読取モードの使用回数をそれぞれ単純
に計数して比較して読取モードを設定する方法の他に、直近の操作から所定回数遡った操
作内容（例えば、過去１０回の操作内容）に基づいてそれぞれの読取モードの使用回数を
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計数したり、所定の期間内（例えば、過去１ヶ月間）の操作内容に基づいてそれぞれの読
取モードの使用回数を計数したりして読取モードを設定してもよい。また、上記では両面
反転読取モードと両面同時読取モードの回数が同じ場合は両面反転読取モードが設定され
るように説明したが、両面同時読取モードが設定されるようにしてもよいし、ユーザが何
れかの読取モードを選択可能なようにしてもよい。
【００７９】
　そしてユーザによってスタートボタン５５の押下がなされたら（ステップＳ５８；ＹＥ
Ｓ）、制御部６１は画像読取装置２に対して原稿の画像読み取り処理を行わせる（ステッ
プＳ５９）。ここでユーザによって原稿の両面読み取りの操作指示が行われていた場合は
、モード設定部６１３によって設定された読取モードに従って両面読み取りが行われる。
続いて、制御部６１は画像読取装置２によって取得された画像データの画像処理を画像処
理部６４に行わせ、処理後の画像データに基づいた画像の印刷を記録部４０に行わせて（
ステップＳ６０）、処理を終了する。
【００８０】
　以上説明したように、各ユーザの操作履歴に基づいて両面反転読取モード又は両面同時
読取モードの何れか一方が設定されることにより、ユーザの好みに合う読取モードが自動
的に設定される。従って、ユーザが読取モードを選択する手間を省くことができ、操作の
煩雑さを改善することができると共に、複合機１１０の利便性を向上させることができる
。
【００８１】
　〔第４の実施の形態〕
　第３の実施の形態では、各ユーザの操作履歴に基づいて両面反転読取モード又は両面同
時読取モードの何れか一方が設定される複合機１１０について説明した。第４の実施の形
態では、画像形成が施される用紙の裏面に既に画像が形成されている場合、即ち裏紙が使
用される場合は両面同時読取モードを設定する複合機１２０について説明する。
【００８２】
　図２１は、第４の実施の形態における複合機１２０の内部構成を模式的に示した断面図
である。図２１に示す複合機１２０において、図１に示す複合機１と同様の構成要素につ
いては同じ符号を付して説明を省略し、異なる部分のみ説明する。
【００８３】
　複合機１２０は大きく分けると画像読取装置２と装置本体３００とからなる。複数の給
紙カセット４６１に積載された用紙は、給紙ローラ４６２によって１枚ずつ取り出され、
給紙搬送路４９８を介して画像を形成する記録部４０へ搬送される。手差しトレイ４７１
に載置された用紙も給紙ローラ４７２によって装置本体３００内に取り込まれ、給紙搬送
路４９８を介して記録部４０へ搬送される。
【００８４】
　裏紙検出部４９９は、画像形成が施される（以下、単に「印刷される」と表記する）用
紙の裏面の画像形成状態（印字状態）を検出するものであり、記録部４０の上流側である
例えば給紙搬送路４９８の搬送路上において用紙の印刷面と反対の面に対向する位置に設
置される。裏紙検出部４９９は、光学的、物理的に用紙の印字状態を検出可能なものであ
ればよく、例えばＣＩＳやＣＣＤ等のイメージセンサであってもよい。また、前記のよう
なイメージセンサを用いる場合、裏面の画像を白黒画像として読み取るモノクロイメージ
センサであればよく、後述する裏紙判別の処理が可能な程度の解像度であればよい。この
ようなイメージセンサを用いることにより、裏紙検出を安価に実現することができる。以
下、本実施の形態ではＣＩＳが裏紙検出部４９９として用いられることとして説明する。
裏紙検出部４９９は、用紙が給紙搬送路４９８を通過する際に用紙の裏面の画像を読み取
り、画像データを後述する制御部へ出力する。
【００８５】
　図２２は、本実施の形態における複合機１２０の電気的構成を示すブロック図である。
複合機１２０は、原稿給紙部２１、スキャナ部２２、ＣＩＳ２３１、操作部５、制御部６
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１、画像処理部６４、記録部４０及び裏紙検出部４９９を備えて構成される。以下、第１
の実施の形態において図３を用いて説明した複合機１の電気的構成と異なる部分について
のみ説明する。
【００８６】
　裏紙検出部４９９は、上記で説明したように、装置本体３００内において記録部４０の
上流側に配置され、印刷前の用紙の裏面の印字状態を検出するものであり、例えばＣＩＳ
等によって構成される。
【００８７】
　制御部６１は、モード設定部６１４及び裏紙判別部６１５を有する。裏紙判別部６１５
は裏紙検出部４９９より出力された画像データに基づいて、用紙が裏紙であるか否かを判
別する。判別方法としては、例えば裏紙検出部４９９より出力された画像データの各画素
の輝度情報等に基づいて黒画素を計数し、黒画素が所定数より多い場合は裏紙であると判
別する。尚、本実施の形態における裏紙判別手段は裏紙検出部４９９裏紙判別部６１５に
相当する。
【００８８】
　モード設定部６１４は、裏紙判別部６１５の判別結果に応じて読取モードを選択して設
定するものであり、裏紙判別部６１５が印刷する用紙が裏紙であると判別したときは両面
同時読取モードに設定する。ここで、印刷用紙として裏紙を使用するということは、原稿
のテスト印刷や、印刷された用紙を社内用又は私用として用いる等、印刷された画像の画
質にこだわらない場面が多いと考えられる。従って、裏紙が使用される場合は読取モード
として両面同時読取モードが設定されることにより、ユーザによる読取モードの選択操作
をなくすことができる。
【００８９】
　図２３は複合機１２０のコピー処理の流れの一例を示したフローチャートである。まず
制御部６１はユーザによって原稿の両面読み取りが設定されたか否かを判別する（ステッ
プＳ７１）。ユーザによって両面読み取りが設定されると（ステップＳ７１；ＹＥＳ）、
裏紙判別部６１５は裏紙検出部４９９から出力された画像データに基づいて印刷用紙が裏
紙であるか否かを判別する（ステップＳ７２）。裏紙判別部６１５が印刷用紙が裏紙であ
ると判別した場合（ステップＳ７２；ＹＥＳ）、モード設定部６１４は読取モードを両面
同時読取モードに設定する（ステップＳ７３）。一方、印刷用紙が裏紙でなかった場合は
（ステップＳ７２；ＮＯ）、モード設定部６１４は読取モードを両面反転読取モードに設
定する（ステップＳ７４）。尚、印刷用紙が裏紙でなかった場合は、ユーザが何れかの読
取モードを選択可能なようにしてもよい。
【００９０】
　そしてユーザによってスタートボタン５５の押下がなされたら（ステップＳ７５；ＹＥ
Ｓ）、制御部６１は画像読取装置２に対して原稿の画像読み取り処理を行わせる（ステッ
プＳ７６）。ここで原稿の両面読み取りが行われる場合は、モード設定部６１４によって
設定された読取モードに従って両面読み取りが行われる。続いて、制御部６１は画像読取
装置２によって取得された画像データの画像処理を画像処理部６４に行わせ、処理後の画
像データに基づいた画像の印刷を記録部４０に行わせて（ステップＳ７７）、処理を終了
する。
【００９１】
　以上説明したように、印刷用紙が裏紙である場合はモード設定部６１４が自動的に両面
同時読取モードに設定することにより、ユーザが読取モードを選択する手間を省くことが
でき、操作の煩雑さを改善することができると共に、複合機１２０の利便性を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】第１の実施の形態における複合機の内部構成を示した縦断面図。
【図２】操作部の正面図。
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【図３】第１の実施の形態における複合機の電気的構成を示すブロック図。
【図４】第１の実施の形態におけるファックス機能動作時の表示部の標準画面。
【図５】第１の実施の形態における表示部の画面例。
【図６】第１の実施の形態におけるファックス通信処理の流れを示したフローチャート。
【図７】第２の実施の形態における複合機の内部構成を示した縦断面図。
【図８】第２の実施の形態における複合機の電気的構成を示すブロック図。
【図９】原稿基準重量テーブルのデータ構成を示す図。
【図１０】第２の実施の形態におけるコピー動作時の表示部の標準画面。
【図１１】第２の実施の形態における表示部の画面例。
【図１２】第２の実施の形態における表示部の画面例。
【図１３】第２の実施の形態におけるコピー処理の流れを示したフローチャート。
【図１４】第３の実施の形態における複合機の電気的構成を示すブロック図。
【図１５】個人認証テーブルのデータ構成を示す図。
【図１６】個人履歴情報テーブルのデータ構成を示す図。
【図１７】全体履歴情報テーブルのデータ構成を示す図。
【図１８】第３の実施の形態におけるコピー動作時の表示部の標準画面。
【図１９】第３の実施の形態における表示部の画面例。
【図２０】第３の実施の形態におけるコピー処理の流れを示したフローチャート。
【図２１】第４の実施の形態における複合機の内部構成を示した縦断面図。
【図２２】第４の実施の形態における複合機の電気的構成を示すブロック図。
【図２３】第４の実施の形態におけるコピー処理の流れを示したフローチャート。
【符号の説明】
【００９３】
１、１００、１１０、１２０　複合機　　　３、３００　画像形成装置
２、２００　　　画像読取装置　　　　　　４６１　給紙カセット
２１　　原稿給紙部　　　　　　　　　　　４６２　給紙ローラ
２１１　原稿トレイ　　　　　　　　　　　４１　　転写装置
２１２　給紙ローラ　　　　　　　　　　　４３　　感光体ドラム
２１３　搬送ドラム　　　　　　　　　　　４５　　定着装置
２１４　排紙ローラ　　　　　　　　　　　４９　　転写ドラム
２１５　排紙トレイ　　　　　　　　　　　２１９　原稿重量センサ
２１６　切替ガイド　　　　　　　　　　　４９９　裏紙検出部
２１７　反転ローラ　　　　　　　　　　　６１　　制御部
２１８　反転搬送路　　　　　　　　　　　６１１　モード設定部
２２　　スキャナ部　　　　　　　　　　　４０　　記録部
２２１　プラテンガラス　　　　　　　　　６６　　ファクシミリ通信部
２２２　光源　　　　　　　　　　　　　　６７　　メモリ部
２２３　第１ミラー　　　　　　　　　　　６７１　個人認証テーブル
２２４　第２ミラー　　　　　　　　　　　６７２　個人履歴情報テーブル
２２５　第３ミラー　　　　　　　　　　　６７３　全体履歴情報テーブル
２２８　結像レンズ　　　　　　　　　　　６１５　裏紙判別手段
２２９　ＣＣＤ
２３０　読取窓
２３１　ＣＩＳ
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】
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